
事 業 名 称 「地域見守り」と「地域後見」による空き家の発生抑制 

事 業 主 体 名 ＮＰＯ法人ライフサポートセンターＨＡＰＰＹ 

連 携 先 

社会福祉士・理学療法士「中村豪志」 
中村仁美税理士事務所 
弁護士法人大塚法律事務所 
九州大学工学部 建築学科  
都城工業高等専門学校 建築学科  
都城市コミュニティ文化課  
都城市対象地域住民 

対 象 地 域 宮崎県都城市 

事 業 の 特 徴 

〇任意後見までの見守りから終活、相続の完了までを一貫して受任、実行する。

〇住民組織が可能な範囲を活動し、当法人と専門家が連携して活動をサポー

ト・補完するシステムを構築する。 

〇対象地区では住民が活動し、市内全域は当法人が主体的に活動し、啓発・広

報することで、相乗的に本システムの活用促進を図る。 

成 果 

・対象地区において、地域見守り活動を担う「（安心・安全）Ａ＆Ａメンバー」

が組織され、地域の高齢者宅への声がけや情報収集がなされた。 

・関連機関との連携を図るための情報伝達フローを作成し、共有できた。 

・地域見守り活動における重要聞き取りフローや優先順位を決める対応トリア

ージを作成した。 

・「まちづくりデザインコンテスト」を実施し、本事業を広く市民に広報した

ほか、人口減少時代の町の在り方についての問題提起ができた。 

・地域見守り「Ａ＆Ａメンバー」の養成講座の講義テキストを作成した。 

・専門家による個別事案への対応例が蓄積された。 

成果の公表先 
ホームページ：http://lshappy201541.jimdofree.com  

（pdf 版はダウンロード可） 

１．事業の背景と目的 

当団は、「可能な限り自己決定した人生を生きる」 

ことを目指し、各種セミナーで、「エンディ

ングノートの活用促進」や「円滑な相続」、「自

宅不動産の有効活用」について啓発を行ってき

た。 

昨年は、終活相談所の開設と準備が整い、随

時個別相談が可能になった。また、「エンディ

ングノートに書いたライフプランの実現」を目

指して、自宅不動産を有効活用するために、法

的、経済的に適正で適切な方法論を策定して、

基礎的な実行システムについての理論構築を

図ってきた。 

今年度は、構築した理論や策定されたシステ

ムをマニュアルに従って実践し、具体的事案に

適応させ、修正・改善を図ることを目標とした。 

 

＜図 1：ＨＡＰＰＹ業務内容チラシ＞ 



２．事業の内容 

（１）事業の概要と手順 

①対象地区での地域見守り組織の立ち上げ

と充実、終活プラン作成の推進 

・地域代表者を中心に、地域高齢者を訪問す

るメンバーを募集する。 

・メンバーが高齢者宅を訪問し、「終活プラ

ン」作成について支援する。＜図 2＞ 

 

②市内全域の「終活プラン」作成の啓発、 

及び終活・相続相談所の利用拡大 

・「ＨＡＰＰＹセミナー」内で、終活や相続

知識を広め、相談所の活用促進を図る。 

・終活相談所で、無料相続・終活相談日 

を設定し、専門家とと

もに相談にあたる。 

・ホームページを作

成・更新し、終活や当

法人の活動内容を広報

する。 

 

③人口減少社会の町づ

くりや地域コミュニテ

ィについて、啓発、興

味喚起 

・学生と地域住民によ

る地域調査をする。 

・公募イベント「まち

づくりコンテスト」を

実施する。 

 

※不動産の管理と利活用 

・今回は、必要に応じて関連機関につなぐソーシャルワークのみを行った。 

④専門家によるケース会議 

・まずは活動組織のシステムと業務フローを確定した。 

・地域見守り組織との連携、任意後見養成講座内容の検討。 

・地域からの事例や個別相談からの事例を専門的に分析し、最善の対応策を検討し、対応にあたる。 

 

⑤地域後見体制の構築・確立 

・地域後見成立までのシステムづくりを行う。 

・各機関との関係性を構築する。 

 

 

＜図２：Ａ＆ＡメンバーとＨＡＰＰＹの関係＞ 

＜図３：まちづくりコンテストで挨拶に代えて事業説明＞ 



【業務取り組みフロー】 

 

 

 
 

 



【役割分担表】 

取組内容 具体的な内容（小項目） 担当者（組織名） 業務内容 

①対象地区 

地域見守り

「（安心安全）

Ａ＆Ａメンバ

ー」組織の充実

と活動強化 

Ａ）対象地区での活

動サポーター「Ａ＆

Ａ（安心安全）」メン

バーの募集、活動理

解 

八反田久実（NPO 法人ラ

イフサポートセンター

ＨＡＰＰＹ：以下ＨＡ

ＰＰＹ） 

上村春一・坂口晃（対

象地域代表：以下地区

代表） 

二川隆司（地域おたす

け活動） 

川窪圭一郎（ＨＡＰＰ

Ｙ） 

・募集チラシ配布と応募者の集

約。 

・事業説明会の実施。 

・ＨＡＰＰＹ「Ａ＆Ａメンバー」

委嘱状交付 

・活動方法の説明 

・関連他団体への連携依頼 

・地域おたすけ活動（Ａ＆Ａメ

ンバーの活動支援）の実施 

・地域声がけパトロール 

・活動内容の修正 

 

Ａ）地域高齢者宅の

情報収集・集約 

対象地区住民（地域見

守りＡ＆Ａメンバー：

以下Ａ＆Ａ） 

都城高専・地域学生 

・対象地区の住民調査 

・家の終活・自分の終活につい

てのチラシをもって問題提起 

・調査結果を地図へ落とし込み

Ａ）「見守り契約」 

終活プラン作成トリ

アージ 

八反田久実（ＨＡＰＰ

Ｙ） 

上村春一・坂口晃（地

区代表） 

 

・高齢者への「終活プラン作成」

意識の聞き取り 

・「見守り契約・任意後見契約」

の説明 

・緊急性の高低による対応順の

基準（終活トリアージ）作り 

 

②市内全体 

終活プラン作

成と家の終活

についての周

知・広報 

Ｂ）各地区終活セミ

ナー、終活・相続無

料相談会 

八反田久実（ＨＡＰＰ

Ｙ） 

中村仁美（中村仁美税

理士事務所税理士：以

下税理士） 

徳永由佳（都城市コミ

ュニティ文化課） 

・要請のあった地区で「地域コ

ミュニティ力」「自宅の活用」

「終活プランニング」「円滑相

続」についてのセミナーを行

う。 

・個別事情での相談を月に 2 回

受ける。 

 

Ｂ）他地域への事業

の伝播に向けた活動

 

八反田久実（ＨＡＰＰ

Ｙ） 

中村仁美（税理士） 

徳永由佳（都城市コミ

ュニティ文化課） 

 

・高齢クラブでの終活プラン作

成セミナー 

・地域の活動者に向けて、ＨＡ

ＰＰＹＡ＆Ａ事業のお知らせ

セミナー 

 



 

 川路豊子（志比田北館

長） 

六部一幸子（横市地区

住民） 

川窪優美（都城商工会

議所パソコン教室） 

・自分と家の終活についての問

題提起 

 

・ＨＡＰＰＹのホームページ作

成・更新 

③住民対象イ

ベント 

Ｃ）終活プラン作成

による空き家化抑制

（本事業）の広報と

意欲の喚起 

 

八反田久実・川窪圭一

郎・一木彩也香（ＨＡ

ＰＰＹ） 

杉本弘文（都城工業高

等専門学校建築学科：

以下高専） 

黒瀬武史（九州大学工

学部建築学部：以下九

大） 

 

・イベントの企画立案 

・要綱作成 

・後援等依頼 

・ポスター依頼 

・関係団体（学校・企業・公共

施設）への説明 

・「夢いっぱいわたしの町は○

○の町」デザインコンテスト公

募、公開審査、表彰 

④専門家会議 Ａ）契約方法の確立

Ａ）事例研修 

 

 

 

八反田久実（ＨＡＰＰ

Ｙ） 

中村仁美（税理士） 

大塚幸治（弁護士法人

大塚法律事務所：以下

弁護士） 

中村豪志（介護老人保

健施設こんにちわセン

ター：以下社会福祉士）

金丸裕美（県警ＯＢ）

・見守り（ホームロイヤー）契

約の作成 

・事例毎の対応検討会 

・財産管理契約について 

・見守りシステムのリーガルチ

ェック 

・公証役場について 

・事例研修での危機回避指導 

⑤地域後見に

ついてのシス

テムの構築 

Ｂ）地域で行う後見 八反田久実（ＨＡＰＰ

Ｙ） 

中村仁美（税理士） 

中村豪志（社会福祉士）

・法人が行う任意後見指導 

内容の検討。 

・身元引受、身上監護について

・後見について 

・認知症検査について 

八反田久実（ＨＡＰＰ

Ｙ） 

上村春一・坂口晃（地

区代表）とＡ＆Ａメン

バー 

 

・個別事例への対応 

・問題分析 

・修正対応 

 

 

 

 



【進捗状況表】 

（２）事業の取組詳細 

①対象地区：地域見回り組織の充実 

まずは、対象地域の高齢（単独）世帯の所在を調査・確認する

ことから始め、それを地図に落とし込み、地域の状況を把握した。

次に、地域代表とともに、地域内の活動組織づくりへと歩を進め

ることとした。 

ⅰ）人材確保 

Ａ 地域コミュニティの活性化や、相続を含めた終活やライフプ

ランニングの重要性についてのセミナーを実施した。<写真 1> 

Ｂ その中で、昨年より活動してきた地域代表を中心にして地 

区への貢献を考えている住民を募り「地域見守り隊」を編成 

した。 

Ｃ 「隊」という語感を和らげるた 

め、安心・安全の頭文字をとり、 

Ａ＆Ａメンバーとし、正式には 

「ＨＡＰＰＹ地域見守りＡ＆Ａ 

メンバー」とした。（以下「Ａ＆ 

Ａメンバー」という。） 

＜図４：Ａ＆Ａメンバー委嘱状＞ 

＜写真 1：Ａ＆Ａメンバーセミナー＞ 



ⅱ）組織づくり 

Ａ 募ったＡ＆Ａメンバーに活 

動内容の説明などを行い「委嘱 

状」を授与した。＜図 4＞ 

Ｂ 地域代表 2 名を中心にグル 

ープを 2 組編成し、それぞれの 

地区を受け持つこととした。 

Ｃ 受け持ち範囲の高齢者宅、初 

発のプロフィル票や見回りグ  

ッズを手渡し、意欲付けを図っ 

た。 

Ｄ 地域代表と当法人代表で「総 

括部」としてＡ＆Ａメンバーの 

指揮をとり、Ａ＆Ａメンバーと 

地区代表が実践にあたる組織   

を構成した。 

Ｅ 本事業全体統括を担う部と

して、ＨＡＰＰＹ代表と連携専

門家で「統括部」とすることと

した。 

 

ⅲ）高齢世帯の調査 

Ａ 可能な時間に二人一組で地 

域を巡回した。 

Ｂ 調査結果は、地区代表が集約 

し、当法人と空き家発生予備群 

の情報を共有した。 

Ｃ 対応の優先順位を決めるた 

めに、トリアージ的方法を探り、 

対応することとした。 

a 前提 

 〇 判断能力がある 

 〇 持ち家に住む 

ｂ 世帯の形態による優先度 

 80 才以上の一人暮らし ＞ 80 才以下の一人暮らし  

＞ 終活や遺言を考えている 

C 身寄りによる優先順位 

 子（直系卑属）が居ず親族も遠い ＞ 子も親族も遠い  

＞ 子はいないが親族が近い   

ⅳ）対応の実際 

Ａ 地域見守り活動の流れ  

a 地区代表がＡ＆Ａと共に終活基礎情報を聞き取り行く。 

b 「総括部」で情報共有し、問題の焦点化を図る。 

＜図５：事業の組織＞ 

＜図６：対応の優先順位指標＞ 

＜図７：終活啓発チラシ＞ 



ｃ 「統括部」専門家会議で、問題の解決方法を確認する。 

d Ａ＆Ａメンバーや総括部の中で、対象者の抱える問題に適した人材が対応にあたる。 

 

Ｂ Ａ＆Ａメンバーからあがって対応した事例（現在も継続対応中） 

a 『やるやる自宅』事例 

 〇 ９８才になる子供のいない女性。兄弟姉妹が６人・代襲相続人３人（法定相続人９人）。 

  施設に入所するにあたり、「自宅をやるから」という約束で、近所の甥に身元引受を任せる。 

 その約束をかなえるためには、『遺言、任意後見人契約、譲渡』等の契約や手続きが必要なこ

とを説き、公証人と同行したりＨＡＰＰＹとのホームロイヤー契約を勧めたりするが、「一生 

のことはもっと慎重に考える。」とかたくなに拒んだまま、施設の閉鎖などで今に至っている。 

 

b 『相続実家の名義が変わっていた』詐欺被害事例 

〇共有名義であったはずの相続実家が、県外の従弟の名義に変更されていた事例。 

  地域代表とともに調査し、連携弁護士に検討を依頼した。 

  数年前から続いていたという、不安や不信・ストレスからは解放され、ようやく一歩前進し 

たように見えた。しかし、各方面から調査をして資料を集めた結果、すべての遺産が手続き上

不備なく他に変更されていることが判明し、２月末には、専門的判断が下された。 

 この事例の対応については、警察ＯＢにも指導を仰ぎ、危機管理体制を強めた。  

 

ｃ 『外便所・五右衛門風呂の自宅を売りたい』事例 

 〇８３才、子供のいない独居女性。 自宅は自身名義。弟が市内に居住。 

  高齢者が住むには厳しい居住環境なので、住み替え（同地区内）を希望している。 

  現在、数店の不動産業者につなぎ、本人のライフプランニングを継続実施中。 

 

ｄ 『介護をしている義父名義の空き家を有効活用したい』事例 

 夫（被介護者）を介護する高齢女性、自宅は夫名義。二人を同時介護している。 

 専門家会議で得た、「他の親族がいないことから、女性が義父の家族後見人として家庭裁判所

に申し立てを行い、後見監督人を選任してもらう。そこで、生活経済の必要性に応じて、自宅の

譲渡等、適切な対応ができる可能性が高い。」という情報を、地区代表とＡ＆Ａメンバーに伝え、

活動を進めている。 

また、今後も本事例への支援を継続していく。 

このほか、対応条件の「持ち家」とは外れるが、「持ち家ではないものの、身元引受人になる 

親族が居らず、今後が不安な方」の相談なども行った。そこで、『身元引受人』問題についても 

検討し、保険などの条件を整えて契約することで身元引受を当法人が行うことが可能とした。 

築年数の経った賃貸空き物件の多い地域で、自宅不動産を売って地域で住み続けるという選択 

＜図８：a 事例を伝えるセミナー内容の一部＞ 



を可能にするために、ＮＰＯとしての活動の方向性を考えさせられた件でもあった。高齢者の抱 

く不安に対し、最大限応えられる方法を見出したい。 

 

Ｃ 地域お助け隊活動 

上記内容Ａとはべつに、地域の高齢化が進み、見

守り活動が成立しなかった地区で、「高齢者がなるべ

く自宅で住み続けるための一手」として、有志で「地

域おたすけ活動」を行った。 

a,内容 

 今までならできていた日常活動が、加齢に伴い困

難になった方を手助けする事業であり、見守り活動

の次の一手として位置づけた。また、包括支援セン

ターや市のフォーマルサービスを補完する活動だと

捉えている。 

b, 活動の様子＜写真２＞ 

〇 地域内の需要はあり、活動要請はあった。し 

かし、地域での活動志願者の掘り起こしができ 

ず、地区の代表者とＨＡＰＰＹ関係者の活動と 

なった。 

〇 若者と交流して活動した結果、有志である地 

域の高齢者にとっても、自己有用感の得られる   

活動になったことが感想の中から分かった。 

〇 「次も必要な時には協力したい。」という言葉をいただいた。 

ｃ, 課題 

 自宅で住み続けるために、介護保険が適用しない支援については、活動対価として実費が伴う。

そこで、健常と要支援・要介護の境界での生活支援に対する費用について、どの程度が適当かとい

う課題を残すこととなった。 

 ｏ 「地域の活性は自宅の価値の維持・向上につながる」ことは明白だが、なかなか実感は伴わ 

ないようである。そこを明確に打ち出すことで地域から活動者を募り、近隣活動にすることで 

作業料が抑えられないか？ 

 ｏ 公益性が身につき、地元愛の強い年代の方の活用で作業代金を抑えられないか。 

など、やはり地域内での人材確保が大切だと感じた。 

 

② 市内全体：終活プラン作成と家の終活についての周知・広報 

ⅰ）無料相続・終活相談会の実施＜図９＞ 

 昨年度、本事業で開設した相談所での活動になる。市

の広報誌を活用し、月に 2 回程度「相続や終活の無料相

談会を行い、一日に午前・午後 1 人ずつの予約を受け、

丁寧に対応できるようにした。 

 受けた個別相談から、「母親を引き取り、実家が空き

家になる前に譲渡した事例」「相続空き家について兄弟

で相談に来られて譲渡を決め、うまく相続分割した事例」など、空き家予備軍になったかもしれな

＜写真２：地域おたすけ活動、庭の手入れとゴミ捨て＞ 

＜図９：行政情報誌で広報＞ 



い事例を４件ほど利活用に結び付けることができた。 

また、多くの方に共通する内容については、プライバシーに配慮しながらデフォルメし、その問

題点をセミナーの中で伝えることとした。 

ⅱ）相談の実際 

Ａ 相談の流れ 

 予約、内容の聞き取り、相談内容の問題点・ポイント整

理、一般的な決まりを説明、解決に向けての方法の提示 

Ｂ 事例（プライバシーに配慮し詳細はデフォルメ） 

事例１） 長男夫婦には何も残したくない。長女にすべて    

を残したい。  

対応１）家系図を整理、法定相続分・遺留分について 

説明し、遺言書の必要性、家族後見制度の活用を 

アドバイスした。＜図１０＞ 

事例２） 親の財産をめぐる囲い込みについて 

対応２） 業務の範囲を超えた係争事例であるが、ここか 

らセミナーの中で、「直系卑属がいても、自分の意志 

で後見人等を決めておく大切さ」の例として伝えて 

いる。＜図１１＞  

事例３） 近くに子供がいても、子供に迷惑を 

かけたくないと自立生活を望む事例 

対応３） 終活相談を継続実施し、問題解決をソーシャル 

ワークしながら、少しずつ解決し、自身の望む自立 

生活に近づいている。自立生活を望む選択の例とし 

てセミナーで伝えている。＜図１２＞ 

しかし、相続の愚痴などを話に来られる方、または節税対

策や争いごとを相談に来られる方もいるが、それには専門

家の相談場所をお伝えすることにしている。 

 

ⅲ）ＨＡＰＰＹセミナーの実施 

 都城市の公益事業で行う「ハロー元気講座」 

に登録し、要望を受けておおむね月に２回各地域に出向き実施する。 

その中で、本事業の認知度を高め、活動の下支えとするほか、家を含

む終活や円滑な相続についての啓発を行ってきた。 

〇 内容の変更   

・自宅の価値は地域コミュニティの環境によって大きく左右されるこ

と訴え、最大の財産である自宅価値を維持するためにも、地域の空き

家の利活用は必要であることを伝えた。 

・自身の終活について、その場できちっと考えを書き込む（考える）

時間をとるようにした。＜図１３＞ 

 

〇 受講対象者＜写真３＞ 

令和２年２月２５日実施のセミナー受講者を加えると、８月から延べ５００人に相続や終活、任

意後見についてのセミナーを行ってきた。＜図１４＞ 

＜図１１：セミナー「後見人決定はご自身」＞ 

＜図１０：セミナー「遺留分請求」＞ 

＜図１２：セミナー「子供がいても自立する選択」＞ 

＜図１３：セミナーのシート＞ 

＜写真３：終活セミナーの様子＞ 



また、「あなたならどうする」チラシができてからは、この

チラシの配布と共に、終活プランニングや遺言、後見制度活

用についての必要性を説いてきた。 

受講者の多くが、終活についてあまり意識していないこと 

また、自分事としてとらえていないことが分かった。 

しかし、地域に空き家が増えている事への危機感を強めて

いることや、実家の行方を苦心している方が多い事もわかっ

た。 

 

③ 市民対象イベント  

 市内の小学校から一般

までを対象に、「さあ、あ

なた（あなたたち）の夢で、

空き家を町の豊かさ、地域

の宝に変えてください。」 

と投げかけし、町づくりデ

ザインコンテストをした。 

ⅰ）ねらい 

 Ａ,Ａ＆Ａメンバーの活動   

を広報する。 

 Ｂ,人口減少に伴う様々な問題に気付き、 

建設的な考えを持ち,主体的に行動す  

る資質を育てる。 

Ｃ,本事業の話題を３世代間共通のもの 

にすることで、終活や相続という話を、 

家族間でしやすい素地を作る。 

ⅱ）ながれ 

 Ａ，まずは、市内の学校（小・中・高校） 

にポスターと要綱を送付し、その後、  

対象地域から中心市街地までの中学 

校区８校と高校３校には、直接、参加 

賞などの説明と参加の呼びかけを行 

った。 

Ｂ，公共施設や企業などにポスター掲示 

と要綱を配布した。  

 Ｃ, Ａ＆Ａメンバー・代表が、地域住  

民にコンテスト参加の呼びかけを行 

った。 

 Ｄ, 参加者総数４４２人（うち親子、

家族参加１００人程度）参加、作品数２１２点の応募があった。 

 Ｅ, 公開展示場は、広報や本事業の告知も兼ねて、地域の大型スーパーの一階に、作品１５０

点を 2 週間、継続展示した。また、通行客に作品の良いところに気づいたら、一言コメントい

ただけるように付箋を置くことにした。＜写真４＞ 

＜図１４：終活セミナー「家の価値と地域環境」＞ 

＜図１５：Ａ＆Ａメンバーの活動紹介入り説明掛図＞ 



 Ｆ, 展示作品の中から２０点を選び、公開審査で各部 

一点を最優秀作品として選び、表彰した。 

ⅲ）効果 

Ａ,主催者挨拶に代え、１００人近い観客に、終活の重 

要性や任意後見制について伝え、見守りから相続執  

行までを一貫して対応できるＨＡＰＰＹの事業説明 

ができた。＜写真５＞ 

Ｂ,小学校の意見で、６学年教材に「未来の町をえがこ 

う～町の幸福論～」という教材があることを伝えら 

れた。時期は１１月という事で、教育関係機関との 

連携を図ることで、より計画的に広範囲な活動がで 

きる指針を得た。  

Ｃ，地方新聞にまちづくりイベントの内容だけではな 

く、当法人や本助成事業についても掲載され、本事 

業の広報と理解が図られた。 

Ｄ,地方のテレビ放送で取り上げられ、県内広い範囲で  

当法人や活動が情報発信された。＜写真６＞ 

Ｅ, Ａ＆Ａメンバーの認知度とイメージアップ、そし   

て、地域見守り活動への関心を高めるために、『２０ 

３３年の仮想の町ＨＡＰＰＹタウンは、「Ａ＆Ａ 

(安心・安全)メンバー」の活躍により、放置空き家は 

なくなり、終活計画に沿った自宅の活用もなされて 

います。』と文を入れ、数多くのチラシや要項を配布 

した。 

Ｆ,参加賞として本助成事業の刻印を入れたバインダ 

ーを配り、ここで得た経験をいつも思い返される工 

夫をした。 

Ｇ，学校からの参加者は、直接要項をもって説明に行 

った対象２地区が９０％となった。やはり、本事業 

の重要性を理解していただけたこと、地域代表とともに訪問した 

ことが功を奏した。 

ⅳ）所感 

本事業は、今後とも継続開催し、地域や若者、教育界を巻き込ん 

で活動する必要を感じた。 

〇 人口減少社会は、次世代を担う若者に係る問題であり、若者の

柔軟な対応力、想像力に期待するところが大きい。その意味から

も、「空き家はまちの宝」という観点からわがまちのデザインを考

え、多くの参加者を得たことは意義深かった。  

〇 ８０歳を超えた方の発想と中学生の発想の原点が同じく『歩い 

て過ごせる町』だった。公開の場で異世代間交流があり、お互い

に同様の思いを共有していることに気づかされたことは有意義だった。 

〇 公開審査では、市民の声を聴く立場として「榎木市議会議長」、デトロイト等の人口減少都市 

の再生を研究する九州大学の「黒瀬武史准教授」、居住者参加のすまいづくり・まちづくりの研 

＜写真４：展示場に１５０点以上並ぶ＞ 

＜写真５：ＢＴＶテレビで本事業の説明＞ 

＜写真６：～ＢＴＶテレビ画面から～作品紹介＞ 

＜写真７：記憶に残る参加賞＞ 



究を行っている都城国立高専「杉本弘文准教授」から、参加者に直接言葉をいただいた。この経 

験、「まちづくり」という観点から考え、主体的に行動できる市民を育てるために寄与すること

を望みたい。 

 

④専門家会議              

 法律と経済、福祉分野の専門的知見を活かし

たシステムづくりを行い、適切な業務フローを

構築したいと考え、適時必要な内容で、月に２

回の会議を設定した。 

これは、単独で成り立つものではなく、①Ａ

＆Ａメンバーの対応方針や②個別相談対応指

針、⑤の後見システム体制作りすべてに係わっ

て会議した。 

 また、発信書類についてのリーガルチェック

も含めて行った。 

ⅰ）Ａ＆Ａメンバーとの関係 

地域で、Ａ＆Ａメンバーが地域住民を支援し、その活動を専門家と連携してＮＰＯ法人ライフサ

ポートセンターＨＡＰＰＹが支援する、という体制を作った。 

そこで、基本的には、Plan〔HAPPY+地域代表〕Do〔A&A+地域代表〕see〔HAPPY〕Check〔各専門

家〕のサイクルで問題解決にあたれるように活動し、対応の合理性や適性を維持できるような工夫

ができた。 

 また、昨年作り上げたホームロイヤー契約だが、契約を締結するのは対象者とＨＡＰＰＹで、実

際活動はＡ＆Ａメンバーが可能な限り行う。また、 

専門家と連携してＨＡＰＰＹがＡ＆Ａメンバーの活動を

支援する形が適切だと判断した。 

 そこで、その役割分担についても、ＨＡＰＰＹとＡ＆

Ａメンバーで確認ができるように分担表を作り、今後の

対応にあたることとした。 

 今回は、ＨＡＰＰＹ代表が相続診断士とソーシャルワ

ーカーのキャリアを生かし、上がった事例のすべてに対

応したところ、①事業の取り組み詳細のⅳ）にあるよう

な困難事例にぶつかり、スムーズには進まないことが多

くなった。 

ホームロイヤー契約の準備が整い、公証役場で後見契

約を結ぶ準備までできたところで、施設の面会制限が起

こるなどの不都合は、高齢者ならではの課題と言える。

しかし、親族間での詐欺被害が発生していたり、義妹に

その実家からの退去を強制された女性がいたり、相続に

端を発する争いはどこの地でも様々起こっていることもはっきりした。 

これらの困難事例に対しては、今後も継続対応し、地域の安心・安全生活の維持に寄与する必要

を感じる。 

 しかし、困難事例に陥る前にぜひともなるべく早く、より多くの方に本活動の趣旨である『家の

しまい方まで含めた終活プランを作成』していただき、地域で見守り実践していくことの重要性を

＜図１６：地域見守り組織と連携組織との関係＞ 

＜表１：ＨＡＰＰＹとＡ＆Ａメンバーの役割表＞ 



改めて実感する結果となった。 

今後はさらに、発生抑制という観点からの対応、アプローチの仕方など、事前の対応への思いを

強く持った。、活動対象のターゲットの選定やアプローチ方法を再検討し、実践に力を入れた活動

にしたいと強く願った。 

 

⑤地域後見システムの構築 

 まず、Ａ＆Ａメンバーの組織内で後見契約を締結する

という計画で、専門会議の中で内容を話し合い、カリキ

ュラム（表２）を作ったが、実情としてＨＡＰＰＹが法

人として契約し、実態に即してＡ＆Ａメンバーに委託を

する流れとしたので、今回は、後見人の養成のための講

習は行わないこととした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅰ）連携組織の理解と協力 

 まずは、地域の交番、市役所関係課、包括支援センター、

公証役場に活動内容や法人についての説明を行い、Ａ＆Ａ

メンバーの活動についての理解を得るとともに、協力をお

願いした。 

 また、ネームホルダーがＡ＆Ａメンバーの証明であるこ

との理解を得て、それぞれとの連携の方法や情報の流れな

どを（表３）を使って説明した。 

 また、活動を始めるにあたり、対象地域代表やＡ＆Ａメ

ンバー、弁護士、税理士、社会福祉士などの連携機関やフ

ォーマルサービス関係者を集めて合同会議を行った。 

そこでは事業の目当て、組織の構成、連携の方法、Ａ＆

Ａメンバーの活動内容、お助け隊活動の内容、終活プラン

執行までの流れを伝えるとともに、家じまいの大切さや地域コミュニティ活動の重要性について理

解を得るためのプレゼンテーションを行った。＜写真８＞ 

 

 

ⅱ）地域おたすけ隊活動との連携 

 高齢化が進み、すでに世帯数減少が進んでいる地区で続けてきた「おたすけ隊活動」だが、現行

メンバーにＨＡＰＰＹが雇用した人材を加えて活動することとなった。＜図１８＞ 

 これにより、Ａ＆Ａメンバーの活動支援も可能になるほか、今後は、対象２地区で「おたすけ活

＜表２：後見人養成講座内容＞ 

＜図１７：説明と挨拶状＞ 
＜写真８：関連機関説明会＞ 



動」を広め、そこから相談を受けた方に、「終活」「相続」「任意後見」など、本来めあてとする活

動に結び付けたいと考えている。 

 高齢者の抱える生活不安はさまざまだが、主要財産であるはず

の自宅不動産を放置したまま、地域の環境劣化を生じさせること

のないように解決策を提案したい。 

 

（３）成果 

① 対象地域の地域見守り活動 

〇 地域の高齢世帯を調査することにより、地域で配慮の必要   

な高齢者の把握ができた。＜表３＞ 

また、その調査内容をもとにして、「2033 年、地域の３割が  

空き家になった町」デザインコンテスト～夢いっぱい、わた 

しの町は〇〇の町～のモデル地区の地図を作ることができた。 

〇 Ａ＆Ａメンバーの組織ができ、地域見守り活動を開始した。 

その中で、様々な問題事例の対応にあたり、地域の実態の一 

片は把握できた。 

〇 「近隣の住民同士、なかなか会話する機会もなかったが、こ 

れを機会に地域を知る機会となった。」というＡ＆Ａメンバーの 

声があった。本事業には直接関係しないものの、災害時の声掛 

けなどにもつながる活動となった。また、今後の地域見守り活 

動の関係づくりができた。 

〇 「地域見守り活動」と「お助け隊活動」を両立してきたが、Ａ 

＆Ａメンバーの活動をバックアップする形で「お助け隊活動」が 

機能を果たせるように位置づけされた。 

 

② 市内全体：終活プラン作成と家の終活についての周知・広報 

〇 セミナーは３月も、来年度６月 

まで予約が入り、家じまいや相続 

を含めての終活、地域の空き家に 

 対する関心の高まりは実感としي

て伝わってくる。また、他の自治 

体からも、市民講座などに要請が 

あり、その都度、終活についての 

チラシを配布している。多くの方 

に、広報ができ、本事業への理解 

が得られたものと感じている。

  

③ 住民対象イベント 

〇 広く地域に開かれた場所として、大型スーパーのイベントコーナーを貸していただき、作品 

を２週間展示できた。お願いしていた『いいね付箋』添付などから、通る方々が興味を持たれ

たことや、多くの方の目に触れたことが分かった。 

＜図１８：お助け隊活動チラシ＞ 

＜表３：個人プロフィル＞ 

＜写真９：ＨＡＰＰＹセミナーの様子＞ 



〇 Ａ＆Ａメンバーの認知度アップ、ＨＡＰＰＹの活動への理解は、新聞記事の内容やテレビでの 

放送内容からも十分汲み取れた。また、親子・家族での参加も奨励したことで、家や地域に戻っ 

ての会話を生む結果につながった＜図１９＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～宮崎日日新聞社提供～ 

＜図１９：宮日掲載部分＞ 

入賞作品の一例 



④専門家会議 

〇 地域から上がった事例を専門的立場から検討し、個別事案に対し最善・最適な方法で対応する 

ことができた。専門的知見を地域活動に移すという意味では、今回構築した業務フローはうまく 

機能している。 

〇 当法人が行うべき事業内容が固まり、見守りから相続執行までを一貫して請け負う体制と、連 

携する専門家との共通理解が深まった。 

 

⑤地域後見システムの構築 

〇 現在施設に入所しており空き家になっている家、認知症 

発症により放置されている空き家は、任意後見制度やホー 

ムロイヤー契約を事前に交わしておくことで、相当数削減 

できる。 

本助成事業により当法人が対象者と契約を結び、地域住  

民により見守っていくシステムの基礎は整っている。 

 〇 相続や終活はだれしも一生に何度も経験するものではな 

く、何をどうしていいかわからない方がたくさんおられる。 

「そのような方の想いを丁寧に聞き取り、整理し、必要な 

善後策を伝え、実行していくシステム」は整った。 

 

３．評価と課題 

① 「可能な限り自己決定した人生を送る」ことを目指し、 

自宅不動産についても無駄にせず、地域 

で見守り、必要に応じて地活用を考えて 

いくための、組織やシステムの基本は整 

った。 

  しかし、住民組織であるＡ＆Ａメン 

バーの意識には個人差が大きく、「つい   

での時間や空いた時間を利用して」や 

「前々から気に留めていた 

ので・・」など、それぞれに 

思いの深さや活動にさける 

時間も大きく異なる。 

 ２月１日に、個人プロフィ 

ルの聞き取りから一歩進ん 

で、個別訪問をする前にＡ＆ 

Ａメンバーに聞き取りフロ 

ーや社会福祉制度について 

の養成講座＜図２０＞ を 

開いたが、やはり活動意欲や 

事業理解に大きな差を感じ 

た。現在組織しているＡ＆Ａ 

メンバーをはじめ、今後、養成講座や各種専門家によるセミナーで力をつけていく必要を感じ 

る。  

＜表４：関連機関業務フロー＞ 

＜写真１０：Ａ＆Ａ養成講座＞ 

＜表５：Ａ＆Ａメンバー重要聞き取りフロー＞ 



そのためには、活動して魅力的で公益性が目に見える、やりがいのある活動として育て、まず

はこの地域で、本事業を活発化していく使命を感じている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 今回は、『自宅不動産の利活用』については、相  

談者の想いや状態をしっかり聞き取ったのちに、 

地元に根差して信頼されている不動産屋さんか、 

幅広く事業展開している不動産屋さんを固定せず 

に選び、相談者の思いを伝えるソーシャルワーク 

に留めることとした。 

 その中で、区画整理した直後なのに地積の測量費など、不審な経費を提案する事業所もあり、 

ソーシャルワークする側の不動産知識の必要性を強く感じ、ＨＡＰＰＹ内で基礎知識の習得 

に努めている。 

 ③ 対象地区で、相続や終活、家じまいについての必要なセミナー、相談会を繰り返し行う必要 

を感じている。今回は、地域見守り活動の立ち上げと運営が中心になってしまい、地域住民全

体への啓発や知識の伝達がおろそかになってしまった。 

今回、対象地区周辺の学校や住民に重点を置いて募集したイベントにより、地域での本事業 

の認知度は上がっている。また、空き家や終活についての話題も学校や家庭でなされたと聞く。 

今後は、このチャンスを活かし、高齢者だけではなく多世代が交流して、地域や家の将来に 

ついて話し合う機会を作る場が必要だと強く感じた。 

 

４．今後の展開 

  まずは、対象地域で見守りの契約と終活に伴う各ライフプランニングを少しでも多くの住民に実行し

ていただくこと。そのために、本年度の成果と課題を受け、①Ａ＆Ａメンバーの活性化とお助け隊活動

の活性化、そして、地域代表と本法人のソーシャルワーク力の向上を図っていきたい。②対象地区の教

育現場を巻き込んだ、まちの未来を考えるイベントや地域でのセミナーを行い、本事業、Ａ＆Ａメンバ

ーの活動に対する理解を獲得する。そこから、地域の空き家の減少、環境美化が始まるものと考える。 
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＜図２０：Ａ＆Ａ養成講座内容＞ 


